
��������������������������������
下水道のおはなし
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
、
使
用
で
き
る

状
態
に
な
る
と
、
各
家
庭
の
台
所
や
浴

室
な
ど
か
ら
の
排
水
は
、
す
み
や
か
に

下
水
道
に
接
続
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

筒
井
・
浜
・
北
黒
田
・
西
古
泉
の
方

で
、
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た

地
域
の
方
は
、
６
か
月
以
内
に
排
水
設

備
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
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筒
井
・
浜
・
北
黒
田
・
西
古
泉
の
方

で
、
く
み
取
り
便
所
の
方
は
、
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
３
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
ま
し
ょ
う
。
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工
事
は
、
町
の
指
定
工
事
店
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
指
定
工
事
店
の
一

覧
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
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下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
３
年
以
内
に
行
う
接
続
工
事
に
つ
い

て
、
町
が
利
子
を
負
担
す
る
制
度
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
そ
の
区

域
の
中
に
土
地
を
持
っ
て
い
る
方
、
ま

た
は
地
上
権
、
質
権
、
賃
貸
借
権
（
一

時
使
用
の
場
合
は
除
く
）
な
ど
で
そ
の

土
地
に
権
利
を
も
っ
て
い
る
方
は
受
益

者
と
な
り
、
一
度
だ
け
負
担
金
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

1
2１

�
あ
た
り
３
５
０
円
に
、
皆
さ
ん

の
所
有
し
て
い
る
（
ま
た
は
権
利
の
あ

る
）
土
地
の
面
積
を
か
け
る
と
負
担
金

総
額
と
な
り
ま
す
。
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７
月
に
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

内
容
を
確
認
し
て
記
名
・
押
印
の
う
え

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
受
益

者
負
担
金
額
を
決
定
し
、
８
月
中
旬
に

決
定
通
知
書
と
納
付
書
を
お
送
り
し
ま

す
。（
昨
年
度
以
前
に
決
定
し
た
負
担
金

は
８
月
か
ら
納
期
ご
と
に
納
付
書
を
送

付
し
ま
す
）
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下
水
道
を
使
い
始
め
る
と
、
下
水
道

使
用
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問

上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係

�
９
８
５
―
４
１
２
６

融資あっせん額（工事１件につき）
浄化槽を廃止し
下水道に接続
５万円～２０万円

町が負担

毎月１万円

受益者負担金（土地１筆あたり）
金 額

３５，０００円

７０，０００円

１０５，０００円

１４０，０００円

（上限）１５０，０００円

下水道使用料単価表（消費税含む）
使用料

６３０円

１，０５０円

１１５．５円

１２６円

１４７円

１６８円

１８９円

２６．２５円

例）上水道を２１�使用した場合 １，０５０円（１０�までの基本料金）
＋（１１５．５円×１０�）＋（１２６円×１�）≒２，３３０円

上水道使用水量（１か月につき）

５�まで
５�を超え１０�まで
１０�を超え２０�まで
２０�を超え３０�まで
３０�を超え５０�まで
５０�を超え１００�まで
１００�を超える分
１�当たり

くみ取り便所から
水洗便所へ
５万円～５０万円

面 積

１００㎡（３０坪）

２００㎡（６０坪）

３００㎡（９０坪）

４００㎡（１２０坪）

４２９㎡（１２９坪）以上

基本料

超過料
（１�に
つき）

湯屋汚水

対 象 工 事

融 資 額

利 子

償 還 方 法

種別

一般
汚水
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